
2024 年 7 月 10 日 

 

株式交換に係る事前開示事項 

 

名古屋市中村区本陣通二丁目 32 番 

株式会社 MTG 

代表取締役 松下 剛 

 

当社は、2024 年 6 月 26 日付で株式会社ジェイエスティ（名古屋市中区栄三丁目 15 番 27 号。以下

「JST」といいます。）との間で締結した株式交換契約に基づき、当社を株式交換完全親会社、JST を株

式交換完全子会社とする株式交換（以下「本株式交換」といいます。）を行うことといたしました。 

本株式交換に際して、会社法第 794 条第 1 項及び会社法施行規則第 193 条に基づき開示すべき事項

は、下記のとおりです。 

 

記 

 

1. 株式交換契約の内容（会社法第 794 条第 1 項） 

 

2024 年 6 月 26 日付で当社と JST が締結した株式交換契約書は、別添資料 1 のとおりです。 

 

2. 会社法第 768 条第 1 項第 2 号及び第 3 号に掲げる事項についての定めの相当性に関する事項（会

社法施行規則第 193 条第 1 号） 

 

(1) 本株式交換に係る割当ての内容 

 

 当社 

（株式交換完全親会社） 

JST 

（株式交換完全子会社） 

株式交換に係る割当比率 

（本株式交換比率） 

1 11.126 

株式交換により交付する株式数 当社普通株式：556,300 株（予定） 

（注1） JST の普通株式１株に対し、上記割当比率にて当社普通株式を割当て交付いたします。本

株式交換により交付する当社の普通株式の数は 556,300 株となる予定です。なお、当該交

付に係る全ての株式について、当社が保有する自己株式を充当する予定であり、当社が新

たに株式を発行することは予定しておりません。 

（注2） 本株式交換に伴い、当社の単元未満株式(100 株未満）を保有することとなる JST の株主

の皆様については、当社に関する以下の制度をご利用いただくことができます。なお、金

融商品取引所市場において単元未満株式を売却することはできません。 

① 単元未満株式の買取請求制度(100 株未満株式の売却） 

会社法第 192 条第 1 項の規定に基づき、当社の単元未満株式を保有する株主の皆様が、そ

の保有する単元未満株式を買い取ることを当社に対して請求することができる制度であ

ります。 

② 単元未満株式の買増制度(100 株への買い増し） 

会社法第 194 条第 1 項および当社の定款の規定に基づき、当社の単元未満株式を保有す



 

 

る株主の皆様が、当社に対して、その保有する単元未満株式の数と合わせて 1 単元(100

株）となる数の当社株式を売り渡すことを請求し、これを買い増すことができる制度であ

ります。 

（注3） 本株式交換により交付する株式に当社の１株に満たない端数の割当てを受けることとな

る JST の株主の皆様に対しては、会社法第 234 条の規定に基づく処理を行います。 

 

当社及び JST は、本株式交換の対価として当社株式を選択しました。当社株式は東京証券取引

所グロース市場に上場されており、本株式交換の効力発生日以降も同市場において取引機会が確

保されていること、また、JST の株主の皆様が本株式交換に伴うシナジーを享受することも期待で

きることから、上記の選択は適切であると考えております。 

 

(2) 本株式交換に係る割当ての内容の算定根拠等 

 

ア 割当ての内容の根拠及び理由 

本株式交換に係る割当比率の検討にあたり公平性・妥当性を確保するため、当社及び JST から

独立した第三者算定機関である小木曽公認会計士事務所（以下「小木曽公認会計士事務所」とい

います。）に、両社の普通株式の株式価値評価及び株式交換比率の算定を依頼しました。なお、小

木曽公認会計士事務所は、当社及び JST の関連当事者には該当せず、本株式交換に関して記載す

べき重要な利害関係を有しません。当社は、小木曽公認会計士事務所から提出を受けた株式交換

比率に関する算定書を踏まえて、当社及び JST の財務状況、業績動向等の要因を総合的に勘案し

た上で、JST との間で慎重に協議・交渉を重ねた結果、本株式交換比率が妥当であるとの判断に至

り、合意いたしました。 

 

イ 算定に関する事項 

小木曽公認会計士事務所は、当社及び JST の株式価値の算定に際して、当社の株式価値につい

ては、当社が東京証券取引所グロース市場に上場しており、市場株価が存在することから市場株

価法（算定基準日は、直近の株式市場の状況を反映するために 2024 年 6 月 25 日とし、算定基準

日の終値及び算定基準日から遡る 1 か月、3 か月及び 6 か月の各期間の株価終値の平均値）を用

いて算定を行いました。算定された当社株式の１株当たりの価値の評価レンジは以下のとおりで

す。 

 

算定手法 算定結果（1 株当たり） 

市場株価法 1,509 円～1,528 円 

 

また、JST の株式価値については、非上場会社であるため市場株価が存在せず、将来の事業活動

の状況を評価に反映するため、ディスカウンテッド・キャッシュ・フロー法（DCF 法）を採用いた

しました。算定された JST の株式１株当たりの株式価値の算定結果は以下のとおりです。なお、

小木曽公認会計士事務所が DCF 法による算定の前提とした JST の事業計画において、大幅な増減

益が見込まれている事業年度はありません。 

 

算定手法 算定結果（1 株当たり） 

DCF 法 16,073 円～19,122 円 

小木曽公認会計士事務所は、株式価値の算定に際して、両社から提供を受けた情報及び一般に



 

 

公開された情報等を原則としてそのまま採用し、採用したそれらの情報等が全て正確かつ完全な

ものであることを前提としており、独自にそれらの正確性及び完全性の検証を行っておりません。 

また、小木曽公認会計士事務所は、当社及び JST の資産及び負債の分析及び評価を含め、独自

に評価、鑑定又は査定を行っておりません。なお、当社は、小木曽公認会計士事務所から、本株式

交換比率が財務的見地から妥当又は公正である旨の意見書（いわゆるフェアネス・オピニオン）

を取得しておりません。 

 

(3) 株式交換完全親会社の資本金及び資本準備金の額に関する事項についての定めの相当性に関する

事項 

 

本株式交換により増加する当社の資本金及び準備金の額については、会社計算規則第 39 条の規

定に従い、当社が決定いたします。これは、当社の資本政策その他事情を総合的に考慮・検討し、

法令の範囲内で決定するものであり、相当であると判断しております。 

 

3. 株式交換完全子会社についての事項（会社法施行規則第 193 条第 3 号） 

 

(1) 最終事業年度に係る計算書類等の内容 

株式交換完全子会社である JSTの最終事業年度に係る計算書類等は、別添資料 2のとおりです。 

 

(2) 最終事業年度の末日後の日を臨時決算日とする臨時計算書類等の内容 

該当事項はありません。 

 

(3) 最終事業年度の末日後に生じた重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の会社財産の状況に

重要な影響を与える事象の内容 

JST は、取締役の決定により、2024 年 5 月 31 日において保有する自己株式の全部である JST の

普通株式 4 万株を消却いたしました。これにより、JST の発行済株式総数は 9 万株から 5 万株に

減少いたしました。 

 

4. 株式交換完全親会社における最終事業年度の末日後に生じた重要な財産の処分、重大な債務の負

担その他の会社財産の状況に重要な影響を与える事象の内容（会社法施行規則第 193条第 4号イ） 

該当事項はありません。 

 

5. 本株式交換の効力発生日以後における株式交換完全親会社の債務の履行の見込みに関する事項

（会社法施行規則第 193 条第 5 号） 

会社法第 799 条第 1 項第 3 号に定められる本株式交換について異議を述べることができる債権

者はいないため、該当事項はありません。 

 

以上 



 

 

資料 1（株式交換契約書） 

次ページ以降をご参照ください。 







 

 

資料 2（JST の最終事業年度に係る計算書類等） 

次ページ以降をご参照ください。 

 



株式会社ジェィエスティ 事業報告 

（2023 年 4 月 1 日から 2024 年 3 月 31 日まで） 

 

株式会社の現況に関する事項 

① 当事業年度における事業の経過及びその成果 

第 46 期の事業概況をご報告いたします。 

3 年余り続いたコロナ禍で、海外旅行のお客様がほとんどいない状態でしたが、2023 年 5

月 8 日にコロナが 2 類から 5 類に変更になり、日常的に海外に行ける状態が戻って来まし

た。さらに弊社には、留学、ハネムーン、海外挙式など、目的を持った渡航のお客様が多

く、コロナ期間から徐々に進行していた円安にも影響されることなく順調に申し込みが増

えてきました。 

そのため前期 45 期は 5 億 1 千万円（海外部門 4.5 億円、国内部門 0.6 億円）であった売

上が、今期 46 期売上は 11 億 3 千万円（海外部門 10.5 億円、国内部門 0.8 億円）と倍増

しました。 

しかし、コロナの影響が全くない 41 期売上 15 億 4 千万円（海外 14.9 億円、国内他 0.5

億円、当期純利益 7300 万円）のレベルまでの事業回復は来期 47 期を待つことになりま

す。 

 

② 資金調達及び設備投資の状況 

今期の借り入れ、設備投資はありません 

 

③ 直前三事業年度の財産及び損益の状況 

区分 第 43 期 第 44 期 第 45 期 第 46 期 

（当事業年度） 

売上高 （百万円） 71 76 516 1133 

当期純利益 

（百万円） 

-59 26 105 33 

一株当たり当期純利益

（円） 

-986 460 1996 672 

純資産 

（百万円） 

606 606 679 694 

 

④ 対処すべき課題 

「再成長戦略」 

今期前半、まだコロナ禍の影響を受けた中で、平常時の 7 割 4 分まで戻した売上を、来

期は各セクション（ハネムーンパッケージ、海外挙式、留学、ハワイ部門）全ての売上



を 41 期と同レベルの通常売上に戻すことを目指します。 

そのために、次の点に取り組みます。 

１． コロナで中断していた求人活動を再開し、若手人材を採用、育成する。 

２． 他社が OTA（オンライントラベルエージェント）にシフトする中で、弊社はその

逆の戦略で、カウンター接客や ZOOM カウンセリングを通じて、専門スタッフに

よる“人が人を接客する”形態で他社との差別化を図り、リピーター顧客を増やすこ

とに力を入れる。 

３． スタッフの知識・業務スキルの総合レベルを、他社が追随できないレベルに引き上

げる。そのための海外研修を増やす。 

４． 現在チャンネル動画数が旅行会社部門全国 1 位の JST 公式ユーチューブ「トラベ

ラーチャンネル」のさらなる内容充実と発信力向上を図り、登録者を増やす。 

 

⑤ JST の事業内容 

１．海外留学・ホームスティ  

世界各国での語学研修（英語、スペイン語、フランス語、ドイツ語、中国語、韓国

語など）の手配 

２．海外ウエディング 

世界各地での結婚式、フォトセッションの手配アレンジ 

３．ハネムーンツアー、パッケージツアー 

心に残る旅をオーダーメイドで実現するツアーの企画運営 

４．ハワイアンエイト 

ハワイにあるコンドミニアムの高層階に自社の不動産として眺めのいい部屋を所有、

その部屋からの美しい眺めを保証するツアーを提供する。 

   ５．海外航空券 

海外出張、留学、世界一周航空券の手配発券 

 

⑥ 主要な営業所 

本社：愛知県名古屋市中区栄３-15-27 いちご栄ビル４階 

 

⑦ 従業員の状況 

従業員数 １8 名 （前事業年度末比 1 名増） 

平均年齢 ４６歳 

平均勤続年数 １９年 

 

⑧ 重要な親会社及び子会社の状況 

該当する事項はありません。 

  



⑨ 主要な借入先及び借入額 

借入先 借入額（円） 

商工組合中央金庫 100,000,000 

 

以上 













株式会社 ジェイエスティ

自 令和 5年 4月 1日

至 令和 6年 3月31日

この計算書類は、「中小企業の会計に関する基本要領」によって作成しています。

1.重要な会計方針に係る事項に関する注記

資産の評価基準及び評価方法

有価証券の評価基準及び評価方法

有価証券････移動平均法による原価法

たな卸資産の評価基準及び評価方法

商品・貯蔵品･･････････････最終仕入原価法による低価法

固定資産の減価償却の方法

有形固定資産(リース資産除く)･･････建物は定額法、建物以外は定率法

無形固定資産(リース資産除く)･･････定額法

引当金の計上基準

貸倒引当金

債権の貸倒損失に備えるために、過去の貸倒実績率による繰入率によるほか、

債権の内容を検討して計上している。

収益及び費用の計上基準

収益は実現主義により認識し、費用は発生主義によっている。

その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理

税込方式で計上している。

会計処理の原則又は手続の変更

会計方針の変更

該当なし

2.貸借対照表に関する注記

受取手形 0円

割引手形 0円

3.株主資本等変動計算書に関する注記

当事業年度末日における発行済株式の数 90,000株

自己株式の種類及び株式数に関する事項 40,000株

配当に関する事項

4.１株当たり情報に関する注記

１株当たりの純資産額 13,887 円 31 銭

１株当たりの当期純利益金額 672 円 54 銭

5.その他の注記

有形固定資産の減価償却累計額 171,448,832円






